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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

株式会社ノエビア所属ビーチクラフト式Ａ３６型ＪＡ３８６３は、昭和５８年８月２８日 

大学生の体験搭乗飛行のため、１５時５９分ごろ、南紀白浜空港の滑走路１６に着陸する際、 

胴体着陸し、約１４０メートル進行して同滑走路上にかく座停止した。

同機には機長１名、同乗者３名の計４名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５８年８月２８日、運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５８年８月２９日～３１日　現場調査及びランディング・ギヤ系統の調査

１．２．３　原因関係者からの意見聴取



原因関係者として、機長から昭和５９年２月３日、意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３８６３は、昭和５８年８月２８日０８時００分から０８時１８分まで整備士２名に 

より飛行前点検が行われ、何等の異常も認められていなかった。

同機は前日に引き続いて０８時３０分から体験搭乗飛行を開始し、八尾空港と高松空港の 

間を２往復の飛行を行い、１４時１０分ごろ八尾空港に帰投した。

同機は、当日最後の体験搭乗飛行として、南紀白浜空港への往復飛行を行うべく、飛行計 

画を八尾空港事務所に提出した後、同乗者１名が前方左席に、機長が前方右席に、また、他の 

同乗名２名が後方座席にそれぞれ搭乗し、有視界飛行方式により、１５時３０分ごろ八尾空 

港の滑走路27から離陸した。

その後同機は１５時５４分ごろ、南紀白浜空港の北１０マイルの地点に到達し、南紀ラジ 

オと交信して第１回目の位置通報を行った。折り返し同ラジオから「南部付近にパイパ機 

（ＪＡ３８３６）が１機飛行している。空港の北５マイルの地点で通報するように。」との連 

絡を受けた。

以後、同機の事故発生にいたるまでの経過は、機長及び同機の着陸を見ていた他の航空会 

社の整備士（以下「他社の整備士」という。）の口述によれば、次のとおりであった。

同機は、１５時５５分ごろ南紀白浜空港の北５マイルの地点に到達し、南紀ラジオと交信 

して、第２回目の位置通報を行った。同ラジオからは折り返し「パイパ機を視認したか。」と 

の問い合わせがあった。機長は、南紀ラジオと交信しながら田辺市の南西約１マイルの海上 

でパイパ機を確認し、同ラジオに対して「パイパ機を視認した。」旨を通報し、同ラジオから 

は「着陸順位は２番目、進入を継続してよい。」との連絡があった。

機長は、先行機であるパイパ機の動きを監視しつつ、これとの間隔をとりながらベース・ 

レグに入るための旋回操作に移り、フラップを１５度にしたが、ランディング・ギヤの「ダ 

ウン」操作を行わないまま進入を続けた。

南紀ラジオから「ファイナルの２マイル地点で通報せよ。」との指示を受け、同機は、１５時 

57分ごろ、ファイナルの２マイル地点で同ラジオに対し、最後の位置通報を行い、この時点で 

機長はフラップを「フル・ダウン」にしたが、この時においても３個の緑色のランディング・



ギヤ位置指示灯が点灯しているか否かの確認を行わなかった。

同機は南紀ラジオからの指示に従って進入を続け、ファイナルの約１．５マイル地点付近で、 

同ラジオから「ランウェイ・イズ・クリア」との通報を受けた。

一方、他社の整備士が格納庫の前で、着陸を終え誘導路に入って来るパイパ機を見とどけ、 

続いて進入して来る同機を見て、ランディング•ギヤが出ていないことに気付き、急いで格

納庫の前に駐機していたセスナ機（ＪＡ３３８２）に飛び乗り、無線送信機のスイッチを入

れ、南紀ラジオと同じ周波数を使用して、「足が出ていない、ゴー・アラウンド。」と何回 

か叫んで、同機へ知らせようとした。

しかし、機長は、何か話していることはわかったが、その通信を明瞭に聴きとれなかった 

こともあり、自機に対して通報してくれたことに気付かなかったので、そのまま着陸態勢に 

入り、同機は滑走路１６の進入端から約２５０メートルの地点に接地した。

同機は、胴体着陸後約１４０メートル進行して機首を左に偏向し、滑走路中心線から約

１０メートル左にずれて、かく座停止した。機長は、直ちにマスタ・スイッチ及びイグニッ 

ション・スイッチを「オフ」にし、燃料セレクタ・バルブを「オフ」位置にして、３名の同 

乗者を機外に脱出させた後、火災の発生のないことを確認して機体から脱出した。

同機の事故発生時刻は１５時５９分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

中破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

機首部：ノーズ・ランディング・ギヤ・ドア後部損傷

エンジン排気管損傷

エンジン・ブリザ・パイプ先端部損傷

ＡＤＦセンス・アンテナ・マスト損傷、同マスト取付部外板変形

カウル・フラップ損傷

胴体：胴体ステーション３５．００から７３．００の間のキール損傷

胴体ステーション５８．００から８７．５０の間の下面外板、胴体ステーシ



ョン３５．００から５８．００の間の下面中央前方外板及び下面左側前方外

板損傷

胴体ステーション：１７０．００の下面左側外板変形

ＤＭＥ及びＡＴＣトランスポンダ並びにＮＡＶ／ＣＯＭＭ・No.２アンテ 

ナ損傷、各アンテナ取付部外板変形

アシスト・ステップ及びロワー・ローティティング・ビーコン・ライト損傷 

テール・タイ・ダウン・ラグ損傷、同取付部変形、ランディング・ギヤ・ 

アクチュエータ・カバー損傷

主翼：左側フラップの胴体側後縁部損傷、同フラップ内側ブラケット取付部

外板歪曲

右側フラップの胴体側後縁部損傷

プロペラ：プロペラ・プレードは３枚ともにその先端部が後方へ湾曲、損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

機長　男性　４０才

事業用操縦士技能証明書　第４２６３号

昭和４７年４月１２日取得

限定事項　飛行機陸上単発　昭和４６年８月２０日取得 

飛行機陸上多発　昭和５５年８月２７日取得

操縦教育証明　第８８３号

昭和５２年５月７日取得

限定事項　飛行機

計器飛行証明　第４２９４号

昭和５６年４月３０日取得

第１種航空身体検査証明書　第１２５３０３５４号

有効期限　昭和５８年１１月９日

総飛行時間　４，１７０時間００分

同型式機による飛行時間　３１時間１０分



最近３０日間の飛行時間　４３時間５５分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ビーチクラフト式Ａ３６型

製造番号及び製造年月日　第Ｅ‐１６３７号、昭和５５年１月９日製造

耐空証明　第大‐５８‐１０８号、昭和５９年５月２９日まで有効

総飛行時間　５７５時間４９分

定時点検後の飛行時間　昭和５８年８月２６日１００時間点検実施後９時間０５分

２．６．２　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は３，３５３ポンド、重心位置は８３．３２インチと推算され、い

ずれも許容範囲（最大離陸重量３，６００ポンド、重心位置８１．０～８７．７インチ）内に

あった。

２．６．３　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はＷ８０で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

和歌山地方気象台南紀白浜空港出張所における気象観測値は、次のとおりであった。

１６時００分

風向１７０度、風速１１ノット、視程５０キロメートル、雲量２／８積雲、雲高２，５００

フィート、気温３１度Ｃ、露点温度２５度Ｃ、ＱＮＨ２９．９２インチ／水銀柱

２．８　事実を認定するための試験及び研究

２．８．１　機材についての調査

下記について調査した結果、特に異常は認められなかった。

(1)　操縦系統

(2)　エンジン本体

(3)　エンジン・コントロール

２．８．２　ランディング・ギヤ系統

下記について調査した結果、特に異常は認められなかった。

(1)　ランディング・ギヤ・リトラクト機構



(2)　ランディング・ギヤ・ウォーニング・システム

(3)　ランディング・ギヤ・セィフティ・スイッチ

２．８．３　ＶＨＦ送受信機についての調査

同空港内にある他社の整備士が、ランディング・ギヤをおろさないままに進入して来 

る同機を見て、セスナ機のＶＨＦ送信機を使用して、機長に対して、ランディング・ギ 

ヤが出ていないことを知らせるべく通信したが、その通信を明瞭に聴き取ることができ 

なかった旨の機長の口述があったので、同機に搭載されていたＶＨＦ受信機の感度及び 

明瞭度について調査を行った。

他社の格納庫の奥にジャッキ・アップされていた同機から約２００メートル離れた地

点に駐機していた他機からの試験電波を、同機のＶＨＦ受信機で受信したところ、感度 

及び明瞭度はともに良好で、特に異常は認められなかった。

また、同機と南紀ラジオとの交信を同ラジオが記録したテープを再生した結果、他社 

の整備士が使用したセスナ機からの送信が正常に記録されていたことから、セスナ機の 

ＶＨＦ送信機の機能には、異常はなかったものと認められる。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ３８６３は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

３．１．３　当時の気象は、事故に直接関連はなかったものと推定される。

３．１．４　同機は、調査の結果及び機長の口述等から、事故発生までは異常はなかったもの 

と推定される。

３．１．５　機長は、交信をモニタしていてパイパ機がファイナルの２マイル地点にいると交 

信しているのを聴き、その周辺に注意しながら飛行した。しかし、パイパ機はファイナ 

ルには入っておらず、同機の左前方にいた。機長がパイパ機を視認した時には、パイパ 

機は同機の下方を約５００フィートの高度差で、ほほ正対する形ですれ違った。機長は、 

ダウン・ウインド側に左旋回して回避した。その後、機長はパイパ機の動きを監視しつ 

つ、これとの間隔をとりながらベース・レグに入るための旋回操作に移り、この時点で 

フラップを１５度にしたが、ランディング・ギヤをおろす操作を忘れ、３個の緑色のラ



ンディング・ギヤ位置指示灯が点灯しているか否かの確認も行わなかった旨を口述して 

いる。

このことから、機長は、先行していたパイパ機を自分の予期していなかった位置で視 

認したことによる気持の動揺や、その後の当該機の監視、加えて操縦に気をとられ、ラ 

ンティング・ギヤの「ダウン」操作を忘れてしまったものと認められる。

３．１．６　機長は、ファイナルの２マイル地点で、南紀ラジオに対して最後の位置通報を行 

うとともに、この時点でフラップを「フル・ダウン」にしたが、この操作を行った時に 

も、ランディング・ギヤがおりていることを示す緑色の３個のギャ位置指示灯が点灯し 

ているか否かの確認を行わなかったものと認められる。なお、機長もこの旨を口述して 

いる。

３．１．７　機長は、同機の進入中にも、また、着陸態勢に入ってからも、ランディング・ギ 

ヤ・ウォーニング・ホーンの鳴っている音は、聴いた記憶がない旨を述べている。

しかし、事故後同機のランディング・ギヤ・ウォーニング・システムを調査したとこ 

ろ、ランディング・ギヤを「アップ」にした状態で、エンジンのスロットル・コントロ 

ール・レバーを「アイドル」方向に引くと、所定の位置で同ウォーニング・ホーンが正 

常に作動した。また、同機の整備記録によれば、同ウォーニング・ホーンはエンジン吸 

気圧力（以下「ＭＡＰ」という。）が、１２インチ／水銀柱で作動するよう調整されてい 

た（調整値１２～１４インチ／水銀柱ＭＡＰ。）。

これらのことから、同ウォーニング・ホーンは鳴ったが、着陸操作等に気をとられて 

いた機長は、気付かなかったものと推定される。

３．１．３　機長は、他社の整備士が同機のランディング・ギヤが出ていないことを知らせる 

ために行った地上からの通信については、何か言っていることはわかったが、その内容 

がよく聴き取れなかったと口述している。

事故後、同機のＶＨＦ受信機及び地上からの通信に使用したセスナ機のＶＨＦ送信機 

の機能には、異常がなかったものと認められた。

また、同機と南紀ラジオとの交信を同ラジオが記録したテープを再生したところ、こ 

のテープには同通信は入っていたものの、その通信はあわてた状態で、かつ、早口で話 

していて、言葉の切れも不明確であり、すぐにはその内容をつかむことはむずかしく、 

同機を呼び出すＪＡ３８６３というコール・サインも入っていなかった。

これらのことから、機長は、予期していなかったことでもあり、この通信の内容を聴 

きとることは、むずかしかったものと認められる。



４　原因

４．１　解析の要約

４．１．１　機長は、先行していたパイパ機を自分の予期していなかった位置で視認したこと 

による気持の動揺や、その後の当該機の監視、加えて、着陸進入のための操縦に気をと 

られ、ランディング・ギヤの「ダウン」操作を忘れてしまったものと認められる。

４．１．２　機長は、フラップを「フル・ダウン」にする操作を行った時にも、ランディング・ 

ギヤが「ダウン」していることを示す緑色の３個のギヤ位置指示灯が、点灯しているか 

否かの確認を行わなかったものと認められる。

４．１．３　機長が、同機の進入中や着陸態勢に入ってからも、ランディング・ギヤ・ウォー 

ニング・ホーンの音を聴いた記憶がないと述べていることについては、事故後同機のラ 

ンディング・ギヤ・ウォーニング・システムを調査した結果、その機能に異常はなかっ 

たことから、同ウォーニング・ホーンは鳴ったが、着陸接地に熱中していた機長は、気 

付かなかったものと推定される。

４．１．４　機長が他社の整備士が同機のランディング・ギヤが出ていないことを知らせるた 

めに行った地上からの通信については、その内容がよく聴くとれなかったと述べている 

が、事故後同機と南紀ラジオとの交信を同ラジオが記録したテープの再生を行ったとこ 

ろ、同テープには同通信は入っていたものの、予期していなかったことでもあり、すぐ 

にはその内容をつかむことがむづかしかったものと認められる。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、同機の着陸のための進入中、先行機の監視や同機の操縦に気をとら 

れていた機長が、所定の地点においてランディング・ギヤをおろす操作を忘れ、緑色の３個 

のギヤ位置指示灯の点灯の有無の確認も行わなかったことによるものと認められる。


